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・提案が目的で   
 はありません。 
・提案は問題解決  
 の手法の１つ！ 
・報告により、情報 
 を共有 

生活支援コーディネーター・協議体の活動イメージ図   
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生活支援体制整備事業の概略 

◎地域のみんなの力を集結する取り組み 

      （協議体と生活支援コーディネーター） 

【協議体（支え合い会議）】 

⇒ 地域の多様な主体がメンバーとなり、今

やっていることや無理なく、今できることなどを

みんなで話し合う仕組み。 

 

 

【生活支援コーディネーター 

    （地域支え合い推進員）】 

⇒ 協議体と協力しながら、自分たちのまちを

より良くしていくために、地域の様々な活動を

つなげ、組み合わせる調整役。 

 

※協議体のメンバーは地域によって変わり、多
様な主体がメンバーとなる。 
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第２層協議体の立ち上げまでの流れ（平成30年度） 

平成３０年度は、４地区を予定。 
 ①釜・大街道地区（旧石巻市本庁エリア） 
 ②石巻地区（旧石巻市本庁エリア） 
 ③門脇地区（旧石巻市本庁エリア） 
 ④牡鹿地区（旧６町エリア） 
 

流 れ 

① 準備 
 
地域の助け合い・支え合いを考えていく 
ために、座談会を開催し、協議体をどの 
ようにつくるかを話し合います。 

必要に応じて、複数回の開催や研修会
の開催も行います。 

②設置 
 
協議体の運営方法等を 
話し合います。 

③運営 
 （継続的な活動） 

業 務 
地区座談会 
の準備 
（内容検討） 

地区座談会 
の開催 

地区座談会 
の精査 

第２層協議体の発足 
第２層協議体の 
活動開始 

※以降、協議体の設置に至るまで必要に応じて各地区において座談会を開催していきます。 

第７期介護保険事業計画 設置予定数 

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 計 

４地区 ５地区 ７地区 １６地区 

-５- 


